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原子力損害賠償に関する対応
◁佐藤知事に要請内容を説明する鈴木市長

　３月29日、鈴木市長が本部長を務める「白河地方・会津地方原子力損害賠償対策本部」（以下「対策
本部」）の全体会議が福島市で開催され、東京電力㈱から示された県南地域９市町村の妊婦および18歳
以下の子どもへの一律20万円の賠償と、県が示した原子力被害応急対策基金の活用による両地方への
支援策について、受け入れることを決定しました。
　賠償および県基金による給付金額は次のとおりです。

《賠償に対する支援等を知事に要請》
　４月４日、対策本部は、福島県庁で佐

さ と う

藤雄
ゆ う へ い

平県知事と面談し、原子力損害賠償の支援等に関する次の
３つの事項についての要請書を提出しました。
◦今後も県内全域、全県民を対象とした損害賠償に取り組むこと
◦復旧・復興に向けた施策において、県南・会津・南会津地域に不利益にならないようにすること
◦地域の実態に応じた原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲ）への申し立てを支援すること
　佐藤知事からは、「３つの要請事項については、当然のことながら県として対応し、しっかりと支援し
たい」との発言がありました。

※東京電力による賠償金と、県基金による給付金の請求方法や支払時期などについては、具体的内容が
示されていませんので、決まり次第、各家庭へ通知するとともに広報白河・市ホームページ等でお知
らせします。

問本庁舎放射線対策室☎㉒1111　内2186
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賠償等の受け入れを決定

お知 らせ 版

対　象　者 東京電力からの
賠　　償　　金

県基金による
給　 付　 金 合　　計

 ①妊娠されていた方
 ②18歳以下であった方 20万円 10万円 30万円

 ③上記以外の方 ― ４万円 ４万円

《東京電力からの賠償金および県基金による給付金の概要　※本市を含む県南地域》


